
提出課：

1

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 20 衛生費 項 5 保健衛生費 目 2

153

県支出金 その他 一般財源

1,010 1,010

154千円

856千円

通信運搬費

帯状疱疹予防接種 154,000円

110円×1,400通

委託料

360,690円

健康管理システム改修等業務委託 495,000円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補正額 補助率等

　令和7年度より帯状疱疹予防接種は予防接種法第５条第１
項に規定するB類疾病（個人予防目的に比重を置いて、個
人の発病、重症化防止及びその積み重ねとして間接的な集
団予防を図る。）の定期接種（季節性インフルエンザ、新型コ
ロナウイルス、高齢者肺炎球菌の定期接種と同様）となった。
　接種対象者：65歳の者及び60～64歳でヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能の障害を有する者（65歳を超えるもの
は、5年間の経過措置として、5歳年齢ごとを位置づける。100
歳以上の者については、定期接種開始初年度に限り全員が
対象。）　対象者数：約1,400人
　定期接種に伴う接種券等の郵送料、接種券発行等に係る
システム改修や通知物封入に関する業務を委託する。

予診票等通知物作成業務委託

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額

役務費

委託料

　通信運搬費

52,469

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

補正前 今回補正額
今回補正額の財源内訳

国庫支出金 地方債

予防費

事業番号 事業名 予防接種事業

事
業
の
目
的

対象
（誰、何に対してか）

予防接種法に定められた定期予防接種の対象者

総合計画における位置づけ

15　普段から健康な暮らしを意識しよう

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

予防接種を実施することで、疾病の発生を予防
し、町民の健康保持に寄与する。

所信表明の「5本柱」
における位置づけ

健康・長寿・福祉のまちづくり

根拠法令・要綱等

予防接種法

令和７年第１回臨時会

議案説明資料 健康推進課

議案番号 令和６年度大山町一般会計補正予算（第10号）


